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　わーくりぃ知多は、中小企業に働く勤労者（パー

ト労働者を含む）を対象に、個々の企業ではなかな

かできない福利厚生事業や共済給付事業を大企業

並みに提供します。

●内　容

共済給付事業、生活習慣病予防検診受診助成、宿

泊補助や夏季保養施設あっせん、テーマパーク

など提携施設の割引利用、各種チケットの割引

あっせん、ランチ券あっせん、いちご狩りなど

催し物の開催

●対　象　中小企業で働く勤労者、事業主

　※個人事業主、パート従業員も加入可

●入会金　１人　1,000円　※全額事業主負担

●会　費　１人　1,000円／月

※事業主負担額600円以上、パート従業員補助あり

●申し込み　事業所単位で問い合わせ先へ

　※個人加入不可

●問い合わせ

わーくりぃ知多（（一財）知多地区勤労者福祉

サービスセンター　事務局）

０１２０－２９－５５０９

キャンペーン実施中

　12月15日（木）までに新規加入された事業所（２

人以上）へ、会員１人につき1,000円のギフト券を

進呈中！　紹介者にもクオカードを進呈します。

「わーくりぃ知多」新規会員募集

　国土交通省、愛知県、岐阜県、三重県、名古屋

市の共同により、今後の都市内物流の対応方策を

検討するための調査を実施します。調査票が届き

ましたら、ご協力をお願いします。

●調査期間　10月～11月

●目的・内容

都市内物流の対応方策を検討するため、事業所

の物流施設の立地意向および行政への施策ニー

ズなどを調査

●対　象

中京都市圏に立地する事業所のうち、約３万６千

事業所を無作為抽出

●問い合わせ

中京都市圏物資流動調査　実施本部

０１２０－２５０－９６０

土日・祝日を除く平日午前９時～午後６時

「物資流動調査」にご協力を！

～枯草となる前に刈り取りを～

　これからの季節、空気は乾燥します。枯草は大

変燃えやすく、タバコの投げ捨てや子どもの火遊

びなどの小さな火から簡単に燃え広がります。

●住宅周辺の枯草に注意！

　住宅周辺に繁茂している枯草は、火災が発生

した場合、建物に燃え移る危険性が高いため、消

防署では枯草となる前の刈り取りを呼び掛けて

います。空地の所有者・管理者は、建物から10m

以内（草丈20cm以上）の草を刈り取り、適切な方

法で処分してください。

●消防署へお知らせください！

　消防署は、11月から町内の枯草繁茂地を調査

し、火災予防上危険な場所は所有者・管理者に

対し刈り取りを依頼します。建物の近くに枯草

が繁茂しているような場所がある場合は、消防

署までお知らせください。

●問い合わせ

　半田消防署　東浦支署　 ８３－０１１９

なくそう「枯草火災」


